
常陸多賀駅周辺地区整備事業における

都市計画道路の変更に関する説明会

日時：令和５年３月１７日（金）、１８日（土）

場所：多賀市民会館 １階小ホール
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本日の説明内容
１ 都市計画について

２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について

３ 都市計画道路の変更（素案）について
3-1 3・6・41 多賀停⾞場⼤沼線（⽇⽴笠間線〜東⼝広場）
3-2 3・6・108 多賀停⾞場間々下線（東⼝広場〜⼤学通り）
3-3 8・7・3 常陸多賀駅⾃由通路線（東⼝広場〜⻄⼝広場）
3-4 3・6・45 関⼝間々下線（⼤学通り〜旧国道）

４ 事業スケジュール等
4-1 都市計画決定に向けた今後の進め方
4-2 常陸多賀駅周辺地区整備事業における施設整備スケジュール
4-3 都市計画決定の効果

５ おわりに
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１ 都市計画について
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無秩序な市街化をコントロールし、
効率的な都市基盤の整備、

良好な都市環境の形成を実現する⼿法

１ 都市計画について

「街を形づくるルール」「街を形づくるルール」

■都市計画とは
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◆目的
（第１条）
この法律は、都市計画の内容及びその決定⼿続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し
必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

◆都市計画の基本理念
（第２条）
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を
確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利⽤が図られるべきことを基本理念
として定めるものとする。

都市計画法

１ 都市計画について
■根拠
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◆国、地⽅公共団体及び住⺠の責務
（第３条）
・ 国及び地⽅公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂⾏に努めなければならない。
・ 都市の住⺠は、国及び地⽅公共団体がこの法律の目的を達成するため⾏なう措置に協⼒し、
良好な都市環境の形成に努めなければならない。

・ 国及び地⽅公共団体は、都市の住⺠に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に
努めなければならない。

都市計画法

１ 都市計画について
■根拠
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① 建築物などの制限 〈⽤途地域などの「地域地区」〉
② 整備する道路や公園などの設定 〈「都市施設」〉
③ 面整備や開発エリアの設定 〈「土地区画整理事業」など〉

無秩序な市街化をコントロールし、
効率的な都市基盤の整備、

良好な都市環境の形成を実現する⼿法

１ 都市計画について

「街を形づくるルール」「街を形づくるルール」

■都市計画とは

■ 7■



１ 都市計画について
■都市計画図
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都市計画について

• 都市計画道路については、計画決定してから⻑年にわたり未着⼿の都市計画道路もあり、各路線の
必要性や実現性を考慮し、将来の道路ネットワークを⾒据えた⼀⻫⾒直しをＨ26年度に実施

• 必要に応じて、事業化のタイミングで各路線の線形や延⻑、幅員などを変更し整備を⾏う

■近年の都市計画の変更等

１
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年度 内容 決定権者 対象 概要

Ｈ26 道路の変更 県・市 留⽔⽊線外36路線 市内都市計画道路の
⼀⻫⾒直し

Ｈ29 道路の変更 県・市 河原子⽔⽊線外3路線 国道245号の変更

〃 用途地域
の変更 市 河原子⽔⽊沿道地区 国道245号の変更に伴う

沿道用途地域の変更

Ｈ30 地区計画
の変更 市 東滑川地区 シーマークスクエア整備に

伴う地区計画の変更

Ｒ２ 用途地域
の変更 市 ⽇⽴電鉄線跡地地区 ⽇⽴電鉄線跡地地区

用途地域の変更

Ｒ４ 道路の変更 県 留⽔⽊線 国道245号の変更



２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
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２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■整備・開発・保全の方針
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茨城県マスタープラン 日⽴市マスタープラン



• 国道６号や常磐⾃動⾞道などが縦断する市街地は、南北に細⻑く、市域を連なるJR常磐線の５つ
の駅を中心に市街地が形成

• 今後は、都市全体の構造を⾒直しながら、「コンパクトなまちづくり」と「まちづくりと連携した公共交通の
ネットワーク形成」を推進（コンパクト・プラス・ネットワーク）

■⽇⽴市のまちづくり

■⽇⽴市都市計画マスタープラン ⼟地利用ゾーニング図

約3.5km

約26km

国道６号

常磐道

ＪＲ⽇⽴駅ＪＲ十王駅 ＪＲ常陸多賀駅 ＪＲ⼤甕駅ＪＲ小⽊津駅

⽇⽴北ＩＣ ⽇⽴南・太⽥ＩＣ
⽇⽴中央ＩＣ

国道245号

Ｎ

ＪＲ常磐線

駅前などを拠点としながら、拠点間を公共交通でつなぐ
「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を目指す

２

■ 12■

常陸多賀駅周辺地区整備事業について



２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■⽇⽴市総合計画
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（2012年〜2021年） （2022年〜2031年）



２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■⽇⽴市総合計画（2022年〜2031年）ひたち成⻑戦略プラン
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２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■コンパクト・プラス・ネットワークの推進
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今⽇の社会情勢や⽇⽴市の現状を踏まえな
がら、常陸多賀駅及びその周辺地区の今後の
まちづくりの⽅針を検討し、持続可能な魅⼒
あるまちづくりを計画的に推進するために策定

策定の目的

２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について

目標の実現に向け、

〈まちをつくるハード事業〉

〈まちをつかうソフト事業〉
の両面から、事業を推進

■常陸多賀駅周辺地区整備計画の策定（令和元年度）
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■地区の課題と施設整備の必要性

都市の拠点としての
市街地の再生

交通結節点としての
機能強化

ひたちＢＲＴを活用したまちづくりの推進

施設の⽼朽化と整備改善

⽇⽴市総合計画

⽇⽴市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略

⽇⽴市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ・⽴地適正化計画

参酌すべき計画（主なもの） 常陸多賀駅周辺地区の現状

都市のスポンジ化（市街地の⼈⼝密度低下）

持続可能なまちづくりの必要性

常陸多賀駅周辺地区整備事業について２
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常陸多賀駅周辺地区整備事業について２

■地区の現状と課題

常陸多賀駅

国道６号

国道245号

県道⽇⽴笠間線

さくら通り

中央軸

鮎川停⾞場線
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２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■地区の現状と課題

常陸多賀駅

⻄側の駅前広場



２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■課題（交通混雑）
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⽇⽴グローバルライフソリューションズ㈱
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南流入

北流入

⻄⼝駅前の交通量

常陸多賀駅⻄⼝駅前では、中央軸
（通勤道路〜⼤学通り）の南北方向
の交通割合が⼤きく、駅前交差点に多く
の通過交通が流⼊

⻄⼝駅前航空写真

状況

２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
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２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■課題（道路構造や防災性）
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県道日⽴笠間線（駅南側エリア）さくら通り（駅北側エリア）



２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■課題（道路構造や防災性）
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・ＪＲ⾼架下では、強⾬時に冠⽔し、通⾏⽌
めとなる可能性がある

課題③

・⻄⼝駅前では、送迎⾞と通過交通により混
雑が発⽣
・駅周辺道路（⼤学通りやＪＲ⾼架下）でも
朝晩ピーク時に混雑が発⽣

課題① 過度な交通負荷・南北移動の阻害

・現⾏のひたちＢＲＴは、駅⻄⼝や駅周辺の
混雑箇所をルートとしており、速達性・定時性
が阻害

課題②

①駅前交通結節機能の強化
東⼝広場・東⻄⾃由通路の整備

道路整備の⽅向性

②混雑解消やＢＲＴ機能の発揮
バイパス機能の整備

③防災性の向上
道路ネットワークと道路構造の
多重性確保

④良好な道路ネットワークの構築
都市計画道路の未整備区間等整備

ひたちＢＲＴ機能の阻害

防災面の脆弱性・東⻄移動の阻害

■地区の交通課題と道路整備の方向性

常陸多賀駅周辺地区整備事業について２
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２ 常陸多賀駅周辺地区整備事業について
■施設整備イメージ図
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⾃由通路・駅舎
駅東側広場

南アクセス道路

河原子海岸アクセス道路

北アクセス道路

←都市計画道路(関⼝間々下線）

⻄側駅前駐⾞場など、駅⻄側での駅前空間活用

①駅前交通結節機能の強化
東⼝広場・東⻄⾃由通路の整備

②混雑解消やＢＲＴ機能の発揮
③防災性の向上
バイパス機能の整備
道路ネットワークと道路構造の
多重性確保

④良好な道路ネットワークの構築
都市計画道路の未整備区間等整備



都市計画道路の変更（素案）について３
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３ 都市計画道路の変更（素案）について

既決定区間

変更・追加区間

凡例

3・6・41 多賀停⾞場⼤沼線

3・6・108 多賀停⾞場間々下線

8・7・3 常陸多賀駅⾃由通路線

3・6・45 関⼝間々下線

整備概要図

■ 27■

常陸多賀駅



3-1 3・6・41 多賀停⾞場⼤沼線（東⼝広場〜日⽴笠間線）
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既決定区間

変更・追加区間

凡例

3・6・41 多賀停⾞場⼤沼線

整備概要図



整備イメージ

3・6・41 多賀停⾞場⼤沼線（東⼝広場〜日⽴笠間線）3-1

• 変更区間延⻑︓Ｌ＝360ｍ
駅東⼝広場〜県道⽇⽴笠間線

※路線総延⻑︓Ｌ＝1,540ｍ
駅東⼝広場（起点）〜
⼤沼交流センター付近（終点）

• 変更区間幅員︓Ｗ＝12ｍ（⼀般部）
Ｗ＝15ｍ（交差点部）

※路線代表幅員︓Ｗ＝11ｍ

• 駅前広場︓A＝約4,400㎡
※変更前︓A＝3,000㎡

計画概要

• 県道⽇⽴笠間線交差部での右折⾞線整備等のた
めに、幅員を拡幅

• 広場内では、ひたちＢＲＴなどの公共交通と⼀般
⾞両の利用エリアを明確に区分できるよう、面積を
拡張する。

• 駅東⼝へのアクセス空間として、安全かつ円滑な交
通環境の確保と利便性向上を図る

計画方針

計
画
区
間

延
長
Ｌ
＝
360ｍ

跨線⼈道橋
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⻄⼝広場



3-2 3・6・108 多賀停⾞場間々下線（東⼝広場〜⼤学通り）
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既決定区間

変更・追加区間

凡例

3・6・108 多賀停⾞場間々下線

整備概要図



コンビニ

⿅島神社

3-2

計
画
区
間

延
長
Ｌ
＝
390ｍ

3・6・108 多賀停⾞場間々下線（東⼝広場〜⼤学通り）

• 変更区間延⻑︓Ｌ＝390ｍ
駅東⼝広場〜⼤学通り

• 変更区間幅員︓Ｗ＝11.2ｍ
（⼀般部、交差点部）

計画概要

• 東⼝広場から常磐線を跨線し、多賀停⾞場兎平
線(⼤学通り)及び関⼝間々下線に接続

• 線路を挟んだ東⻄市街地の円滑な移動動線の確
保及び利便性向上

• ひたちBRTの常陸多賀駅以北の主要運⾏経路を
担うことを想定

• ⾼架構造とすることで、周辺道路ネットワークに多重
性を持たせ、防災機能の向上を図る

• 線路上空部分等に⽴体的な範囲を設定

計画方針

■ 31■

整備イメージ

⽇⽴グローバルライフ
ソリューションズ



3-3 8・7・3 常陸多賀駅⾃由通路線（東⼝広場〜⻄⼝広場）
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既決定区間

変更・追加区間

凡例

8・7・3 常陸多賀駅⾃由通路線

整備概要図



3-3 8・7・3 常陸多賀駅⾃由通路線（東⼝広場〜⻄⼝広場）

• 変更区間延⻑︓Ｌ＝90ｍ
駅東⼝広場〜駅⻄⼝広場

• 変更区間幅員︓Ｗ＝6.5ｍ

計画概要

• 東⼝広場から常磐線を跨線し、⻄⼝広場に接続

• 既存跨線⼈道橋の課題（バリアフリー化非対応、
⽼朽化等）改善及び機能振替

• 線路を挟んだ東⻄市街地の円滑な移動動線の確
保及び利便性向上

• 交通結節点及び交流拠点としての機能向上

• 線路上空部分等に⽴体的な範囲を設定

計画方針
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⻄⼝広場

東⼝広場

跨線⼈道橋

整備イメージ



3-4 3・6・45 関⼝間々下線（⼤学通り〜旧国道）
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既決定区間

変更・追加区間

凡例

3・6・45 関⼝間々下線
整備概要図



3・6・45 関⼝間々下線（⼤学通り〜旧国道）3-4

⿅島神社

• 変更区間延⻑︓Ｌ＝160ｍ
旧国道〜⼤学通り

※路線総延⻑︓Ｌ＝1,510ｍ
国道6号（起点）〜⼤学通り（終点）

• 変更区間幅員︓Ｗ＝11ｍ（⼀般部）
Ｗ＝14ｍ（交差点部）

※路線代表幅員︓Ｗ＝11ｍ

計画概要

• 多賀停⾞場兎平線(⼤学通り)接続部での右折⾞
線整備等のために、幅員を拡幅

• 公共用地(市道)の利活用及び他路線との接続のた
めに線形を変更

• 未整備となっている本区間を整備することで、環状
型道路ネットワークの機能発現による移動円滑性や
利便性、防災性向上等を図る

計画方針

■ 35■

整備イメージ

コンビニ



事業スケジュール等４
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都市計画決定に向けた今後の進め⽅4-1

関
係
機
関
協
議

地
元
説
明
会

公
聴
会

案
の
公
告
・
縦
覧

都
市
計
画
審
議
会

決
定
告
示

■ 37■

これまでに道路管理者や埋設事業者、交通事業者等との協議を
⾏い、今回の地元説明会を実施しています。今後は公聴会などの法
定⼿続を経て、都市計画の変更が決定されます。
公聴会の日程等につきましては、市報3/20号でお知らせします。

R5.３月 R5.12月R5.４月



常陸多賀駅周辺地区整備事業における施設整備スケジュール4-2

※いずれも現時点の想定スケジュール

■ 38■

項目／年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度〜

１ ⽤地測量

２ 設計・調査

３ 土地評価
補償算定

４ ⽤地契約
物件補償

５ 整備工事

６ (参考)
⾃由通路・駅舎

詳細設計・地質調査

境界確認・⽴会い

⼟地価額の評価・算定、物件調査・補償料の算定

⼟地売買契約、物件補償移転

JR協議・設計 支障物件移転・施設整備工事



都市計画決定の効果

■都市計画決定の目的と効果

4-3
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建築⾏為の制限

⼟地取引時の届け出

※都市計画法

※公有地の拡⼤の推進に関する法律

都市計画法で道路、公園、
などの位置を決定することで、
その区域の⼟地利用に制限
がかかる

事業性の担保



５

〇ご清聴ありがとうございました

〇引き続き、皆様の事業へのご理解・ご協⼒を
よろしくお願いいたします。

【問合せ先】
⽇⽴市都市建設部
・事業、整備に関すること（常陸多賀駅周辺地区整備課）
・都市計画や利用制限に関すること （都市政策課・建築指導課）
電話︓0294－22－3111（内線756）
E-mail︓tagaeki@city.hitachi.lg.jp

おわりに
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